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この説明書は、金融商品取引法第４６条の４に基づき、全ての営業所に備え置
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１ 当社の概況及び組織に関する事項 

(1) 商号 

    JFX 株式会社 

 

(2) 登録年月日及び登録番号 

  2007 年９月 30 日（関東財務局長(金商)第 238 号） 

 

(3) 沿革及び経営の組織 

① 会社沿革 

 

② 経営の組織 

(2022 年３月 31 日現在) 

     株主総会      

            

     
取締役会 

 
監 査 役 

 

       

            
            
     代表取締役

社長 

   
        

            

            

  管 理 部   業 務 部   

 

年月 概要 

2005 年 ７月 

2005 年 11 月 

 

2005 年 12 月 

2007 年 ８月 

2007 年 ９月 

2008 年 ２月 

2008 年 ６月 

2009 年 ２月 

2009 年 ５月

2009 年 ９月 

2010 年 ２月 

2010 年 12 月 

2013 年 ２月 

2014 年 ４月 

2017 年 ３月 

アクロス FX 株式会社設立 

金融先物取引業者登録(関東財務局長(金先)第 52 号) 

金融先物取引業協会加入(会員番号 1503) 

日本アクロス株式会社より会社分割 

「外為ゼロ」の取り扱い開始 

金融商品取引業者登録(関東財務局長(金商)第 238 号) 

本社事務所を港区赤坂へ移転 

商号を JFX 株式会社に変更 

本社事務所を中央区新富へ移転 

ヒロセ通商株式会社の子会社化 

株式交換によりヒロセ通商株式会社の 100％子会社化 

「MATRIX TRADER」の取り扱い開始 

「外為ゼロ」のサービス終了 

HIROSE TRADING HK LIMITED を子会社化 

バイナリ―オプション取引「MTBO」の取り扱い開始 

バイナリ―オプション取引「MTBO」のサービス終了 
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 (4) 株式の保有数の上位 10位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該 

   株式に係る議決権の数の割合 

                                         (2022 年３月 31 日現在) 

氏 名 又 は 名 称 保 有 株 式 数 割 合 

ヒロセ通商株式会社 19,990 株 100.0％ 

 

(5) 役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。) の氏名又は名称 

 (2022 年３月 31 日現在) 

役職名 氏名又は名称 代表権の有無 常勤・非常勤の別 

代表取締役社長 小林 芳彦 有 常勤 

取  締  役 松本 貴徳 無 常勤 

取  締  役 衣川 貴裕 無 非常勤 

取  締  役 美濃出 真吾 無 非常勤 

監  査  役 赤阪 雄飛 無 非常勤 

 (注) 監査役赤阪雄飛氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 

 

(6) 政令で定める使用人の氏名 

① 金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。) を遵守さ

せるための指導に関する業務を統括する者 (部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかどうか

を問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。) の氏名 

氏  名 役  職  名 

松本 貴徳 内部管理担当取締役 

 

② 投資助言業務(金融商品取引法（以下「法」という。）第 28 条第６項に規定する投資助言業務をいう。）又は投

資運用業(同条第４項に規定する投資運用業をいう。) に関し、助言又は運用（その指図を含む。）を行う部門

を統括する者(金融商品の価値等(法第２条第８項第 11 号ロに規定する金融商品の価値等をいう。）の分析に基

づく投資判断を行う者を含む。) の氏名 

    該当事項はありません。 

 

(7) 業務の種別 

金融商品取引法第 28 条第１項第２号に掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務 

 

(8) 本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の

営業所又は事務所)の名称及び所在地 

名  称 所    在    地 

本  社 東京都中央区新富一丁目 12 番７号 
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(9) 他に行っている事業の種類 

     該当事項はありません。 

 

(10)法第 37 条の７第１項第１号イ、第２号イ、第３号イ又は第４号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結

する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商

品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 

① 指定紛争解決機関の商号又は名称 

イ 第一種金融商品取引業（法第 37 条の７第１項第１号イ） 

     特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 

ロ 第二種金融商品取引業（法第 37 条の７第１項第２号イ） 

     該当事項はありません。 

ハ 投資助言・代理業（法第 37 条の７第１項第３号イ） 

     該当事項はありません。 

ニ 投資運用業（法第 37 条の７第１項第４号イ） 

     該当事項はありません。 

 

② 加入する金融商品取引業協会の名称 

 一般社団法人金融先物取引業協会 

 

③ 対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 

 該当事項はありません。 

 

(11)会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号 

 該当事項はありません。 

 

(12)加入する投資者保護基金の名称 

 該当事項はありません。 

 

(13)法第 37 条の７第１項第１号ロ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争

解決措置の内容 

① 第一種金融商品取引業（法第 37 条の７第１項第１号ロ） 

 該当事項はありません。 

② 第二種金融商品取引業（法第 37 条の７第１項第２号ロ） 

 該当事項はありません。 

③ 投資助言・代理業（法第 37 条の７第１項第３号ロ） 

 該当事項はありません。 

④ 投資運用業（法第 37 条の７第１項第４号ロ） 

 該当事項はありません。 



4 

 

２ 業務の状況に関する事項 

(1) 当期の業務の概要 

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が残るものの、経済活動が徐々に再開し、

持ち直しの動きがみられました。また、世界的な経済においても回復基調で推移しておりましたが、ウクライナ情勢の

影響により先行き不透明な状況が続いております。 

こうした環境のもと、当社の関連する金融商品取引市場におきましては、2021年末頃からの原油価格、小麦価格の高

騰に伴う円安傾向、また2022年2月以降はロシアによるウクライナへの軍事侵攻の影響によるさらなる物価上昇、各国の

金利政策の見直しによる政策金利の引き上げ等により円安が加速いたしました。 

この様な状況の中、当社は、当社基盤拡大のための取り組みとして、テレビＣＭの放送や、インフルエンサーとのコ

ラボレーション企画を定期的に実施し、社名の認知度向上及び新規顧客の獲得に努めました。 

また、2022年3月には、取扱い通貨ペアを26通貨ペアから37通貨ペアに増加したことで、取引高の拡大を実現いたしまし

た。その他にも、毎月実施している各種キャンペーンについて見直しを行い、より良質で魅力的なキャンペーン内容に

することによって、継続して取引していただける環境の実現を図りました。 

上記の取り組みを行った結果、年間の外国為替取引高は167,278,722万通貨（前期比71.2％増）、当事業年度の営業収

益は902,728千円（前期比22.6％増）、営業利益は317,907千円（同93.8％増）、経常利益は321,775千円（同91.8％増）、

当期純利益は210,987千円（同103.2％増）となりました。 

 

(2) 直近の３事業年度における業務の状況を示す指標 

区     分 

第 15 期 

 

(2020 年３月期) 

第 16 期 

 

(2021 年３月期) 

第 17 期 

(当  期) 

(2022 年３月期) 

資 本 金 317,000 千円 317,000 千円 317,000 千円 

発 行 済 株 式 総 数 19,990 株 19,990 株 19,990 株 

営 業 収 益 760,110 千円 735,909 千円 902,728 千円 

( 外国為替取引損益 ) 760,110 千円 735,909 千円 902,728 千円 

( その他の営業収益 ) ― 千円 ― 千円 ― 千円 

経 常 利 益 267,397 千円 167,681 千円 321,775 千円 

当 期 純 利 益 173,443 千円 103,829 千円 210,987 千円 

（注) 当社の勘定科目では、トレーディング損益を外国為替取引損益と表記しております。 

 

(3) 株券の売買高(有価証券等清算取次ぎの委託高(有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を除く。) を含

む。) 及びその受託の取扱高 (有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの受託高を除き、有価証券等清算取次ぎの

委託の取次ぎの取扱高を含む。) 

     該当事項はありません。 

 

(4) 国際証券、社債権、株券及び投資信託の受益証券の引受高、売出高及び募集、売出し、私募又は特定投資家向け

売付け勧誘等の取扱高 

     該当事項はありません。 
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(5) その他業務の状況 

     該当事項はありません。 

 

(6) 自己資本規制比率の状況 

(単位：百万円) 

区     分 
第 15 期 

(2020 年３月期) 

第 16 期 

(2021 年３月期) 

第 17 期 

(2022 年３月期) 

自己資本規制比率  (Ａ)／(Ｂ)×100 954.7 ％ 885.2 ％ 1080.7 ％ 

固定化されていない自己資本   (Ａ) 1,202  1,318  1,515 
 

リスク相当額 (Ｂ) 125  148  140 
 

 市場リスク相当額  -  -  - 
 

 取引先リスク相当額  3  3  0 
 

 基礎的リスク相当額  122  145  139 
 

（注） 自己資本規制比率は、小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記載しております。 

 

(7) 使用人の総数及び外務員の総数 

区     分 
第 15 期 

(2020 年３月期) 

第 16 期 

(2021 年３月期) 

第 17 期 

(2022 年３月期) 

使 用 人 10名 13名 13名 

（う ち 外 務 員） 7名 8名 9名 

（注）使用人兼務役員は、使用人の人数に含んでおりません。 
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３ 財産の状況に関する事項 

(1) 経理の状況 

① 貸借対照表 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(2021年３月31日) 

当事業年度 

(2022年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 803,857 974,011 

  外国為替取引顧客分別金信託 7,800,000 9,571,000 

  外国為替取引顧客差金 694,316 779,384 

  外国為替取引顧客未収入金 53,097 59,126 

  外国為替取引差入証拠金 1,267,872 1,199,172 

  外国為替取引自己取引未収入金 13,002 2,775 

  貯蔵品 2,543 4,910 

  未収入金 7,112 2,600 

  未収還付消費税等 41,328 40,799 

  前払費用 2,863 3,046 

  前払金 ― 684 

  その他 166 4,260 

  貸倒引当金 △156 ― 

  流動資産合計 10,686,003 12,641,771 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 7,001 6,279 

    器具備品 1,826 1,293 

   有形固定資産合計 8,827 7,573 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 331 2,296 

   無形固定資産合計 331 2,296 

  投資その他の資産   

   関係会社株式 11,424 14,020 

   長期前払費用 44 62 

   繰延税金資産 7,815 10,358 

   差入保証金 3,802 3,714 

   その他 2,000 2,000 

   投資その他の資産合計 25,086 30,156 

  固定資産合計 34,245 40,027 

 資産合計 10,720,249 12,681,798 
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(単位：千円) 

 
前事業年度 

(2021年３月31日) 

当事業年度 

(2022年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  外国為替取引預り証拠金 8,483,135 10,080,616 

  外国為替取引顧客差金 82,817 173,996 

  外国為替取引顧客未払金 66,100 61,901 

  外国為替取引自己取引差金 611,495 605,387 

  未払金 58,705 65,818 

  未払費用 6,213 6,572 

  未払法人税等 16,357 80,415 

  預り金 1,412 1,435 

  賞与引当金 7,231 6,828 

  流動負債合計 9,333,467 11,082,974 

 固定負債   

  長期未払金 9,938 9,938 

  退職給付引当金 6,932 7,979 

  資産除去債務 2,803 2,811 

  固定負債合計 19,673 20,728 

負債合計 9,353,141 11,103,702 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 317,000 317,000 

  利益剰余金   

   利益準備金 15,992 15,992 

   その他利益剰余金 1,034,115 1,245,103 

    繰越利益剰余金 1,034,115 1,245,103 

利益剰余金合計 1,050,107 1,261,095 

株主資本合計 1,367,107 1,578,095 

純資産合計 1,367,107 1,578,095 

負債純資産合計 10,720,249 12,681,798 
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② 損益計算書 

(単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 2020年４月１日 

至 2021年３月31日) 

当事業年度 

(自 2021年４月１日 

至 2022年３月31日) 

 営業収益   

  外国為替取引損益 735,909 902,728 

  営業収益合計 735,909 902,728 

 営業費用   

 販売費及び一般管理費 571,952 584,821 

  営業費用合計 571,952 584,821 

 営業利益 163,956 317,907 

 営業外収益   

  受取利息 65 86 

  業務委託料収入 3,600 3,600 

  貸倒引当金戻入額 ― 156 

  その他 58 25 

  営業外収益合計 3,724 3,868 

 経常利益 167,681 321,775 

  特別損失   

  固定資産除却損 ― ― 

  関係会社株式評価損 12,299 12,040 

  特別損失合計 12,299 12,040 

 税引前当期純利益 155,381 309,735 

 法人税、住民税及び事業税 50,988 101,290 

 法人税等調整額 563 △ 2,543 

 法人税等合計 51,552 98,747 

 当期純利益 103,829 210,987 
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③ 株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) 

(単位：千円) 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

利益剰余金 

株主資本 

合計 利益準備金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 317,000 15,992 930,286 946,278 1,263,278 1,263,278 

当期変動額       

当期純利益 － － 103,829 103,829 103,829 103,829 

当期変動額合計 － － 103,829 103,829 103,829 103,829 

当期末残高 317,000 15,992 1,034,115 1,050,107 1,367,107 1,367,107 

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)  

(単位：千円) 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

利益剰余金 

株主資本 

合計 
利益準備金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 317,000 15,992 1,034,115 1,050,107 1,367,107 1,367,107 

当期変動額       

当期純利益 ― ― 210,987 210,987 210,987 210,987 

当期変動額合計 ― ― 210,987 210,987 210,987 210,987 

当期末残高 317,000 15,992 1,245,103 1,261,095 1,578,095 1,578,095 

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 



10 

 

④ 個別注記表    

 前事業年度（自 2020 年４月１日 至 2021 年３月 31 日） 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 

 子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。 

(2)デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法を採用しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

 

 (1) 有 形 固 定 資 産 定率法を採用しております。ただし、1998 年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに 2016 年

４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法

を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建物    8 年～22 年 

 器具備品  5 年～15 年 

 (2) 無 形 固 定 資 産 定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（5 年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

 

３．引当金の計上基準 

 (1) 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

 (2) 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給

見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給

付債務見込額に基づき計上しております。 

なお、退職給付債務の算定は、簡便法（期末自己都合要

支給額）を採用しております。 

   

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

 (1) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。 

  

 (2) 顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理 
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 顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益（スワッ

プを含む。）を外国為替取引損益として計上しております。 

このうち、評価損益は、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて取引明細毎に算定し、こ

れらを顧客毎に合算し損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上の外国為替取引顧客差金勘定(資産)に、評価損相当

額を外国為替取引顧客差金勘定(負債)にそれぞれ計上しております。未決済ポジションに対する累積スワップポイントについ

ても取引明細毎に算定し、顧客毎に合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を同貸借対照表上の外国為替取引顧客未収入

金勘定に、評価損相当額を外国為替取引顧客未払金勘定にそれぞれ計上しております。 

 また、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品取引法第 43 条の 3

第 1 項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第 143 条第 1 項第 1 号に定める金銭信託（顧客区分管

理信託）により自己の固有財産と区分して管理しております。当該金銭信託に係る元本は、貸借対照表

上の外国為替取引顧客分別金信託勘定に計上しております。 

  

 (3) カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理 

  当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価

損益を外国為替取引損益として計上しております。 

なお、評価損益は、カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて、取引明細毎

に算定し、これらを合計し損益を相殺した上で、評価益相当額を、貸借対照表上の外国為替取引自己取引差金勘定(資産)、評

価損相当額を同貸借対照表上の外国為替取引自己取引差金勘定(負債)にそれぞれ計上しております。 

また、当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引における未決済ポジションに係るスワップも、取引明細毎

に算定し、合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上の外国為替取引自己取引未収入金勘定に、評価損相当

額を同貸借対照表上の外国為替取引自己取引未払金勘定にそれぞれ計上しております。 

  

 (4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。 

  

(追加情報) 

 (新型コロナウイルス感染症の影響) 

当社の主要な事業である外国為替証拠金取引事業は、すべての取引がインターネットを通したオン

ラインによるものであるため、新型コロナウイルス感染症対策の外出自粛等による事業への影響につ

いては限定的であります。 

そのため、新型コロナウイルス感染症による当社の翌事業年度以後の業績に与える影響は軽微、も

しくはマイナスの影響は生じないものと仮定し、当事業年度の会計上の見積りを行っております。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多いことから、将来の財

政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、今後の動向を引き続き注視しております。 

  

 

 

  (株主資本等変動計算書に関する注記) 

  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

普通株式（株） 19,990 － － 19,990 

合計 19,990 － － 19,990 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 
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    該当事項はありません。 

 

３．剰余金の配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

     該当事項はありません。 

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

     該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日） 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 

 子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。 

(2)デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法を採用しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

 

 (1) 有 形 固 定 資 産 定率法を採用しております。ただし、1998 年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに 2016 年

４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法

を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建物    8 年～22 年 

 器具備品  5 年～15 年 

 (2) 無 形 固 定 資 産 定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（5 年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

 

３．引当金の計上基準 

 (1) 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

 (2) 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給

見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給

付債務見込額に基づき計上しております。 

なお、退職給付債務の算定は、簡便法（期末自己都合要

支給額）を採用しております。 

   

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

 (1) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。 
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 (2) 顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理 

 顧客からの注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価損益（スワッ

プを含む。）を外国為替取引損益として計上しております。 

このうち、評価損益は、顧客を相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて取引明細毎に算定し、こ

れらを顧客毎に合算し損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上の外国為替取引顧客差金勘定(資産)に、評価損相当

額を外国為替取引顧客差金勘定(負債)にそれぞれ計上しております。未決済ポジションに対する累積スワップポイントについ

ても取引明細毎に算定し、顧客毎に合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を同貸借対照表上の外国為替取引顧客未収入

金勘定に、評価損相当額を外国為替取引顧客未払金勘定にそれぞれ計上しております。 

 また、顧客から外国為替証拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品取引法第 43 条の 3

第 1 項並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第 143 条第 1 項第 1 号に定める金銭信託（顧客区分管

理信託）により自己の固有財産と区分して管理しております。当該金銭信託に係る元本は、貸借対照表

上の外国為替取引顧客分別金信託勘定に計上しております。 

  

 (3) カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理 

  当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引については、取引に係る決済損益及び評価

損益を外国為替取引損益として計上しております。 

なお、評価損益は、カウンターパーティを相手方とする外国為替証拠金取引に係る未決済ポジションについて、取引明細毎

に算定し、これらを合計し損益を相殺した上で、評価益相当額を、貸借対照表上の外国為替取引自己取引差金勘定(資産)、評

価損相当額を同貸借対照表上の外国為替取引自己取引差金勘定(負債)にそれぞれ計上しております。 

また、当社のカバー取引注文により成立する外国為替証拠金取引における未決済ポジションに係るスワップも、取引明細毎

に算定し、合算して損益を相殺した上で、評価益相当額を貸借対照表上の外国為替取引自己取引未収入金勘定に、評価損相当

額を同貸借対照表上の外国為替取引自己取引未払金勘定にそれぞれ計上しております。 

  

 (4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。 

  

(会計方針の変更) 

 （時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定

会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類

に与える影響はありません。 

  

(追加情報) 

 (新型コロナウイルス感染症の影響) 

当社の主要な事業である外国為替証拠金取引事業は、すべての取引がインターネットを通したオン

ラインによるものであるため、新型コロナウイルス感染症対策の外出自粛等による事業への影響につ

いては限定的であります。 

そのため、新型コロナウイルス感染症による当社の翌事業年度以後の業績に与える影響は軽微、も

しくはマイナスの影響は生じないものと仮定し、当事業年度の会計上の見積りを行っております。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多いことから、将来の財

政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、今後の動向を引き続き注視しております。 
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    (株主資本等変動計算書に関する注記) 

  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度末 
株式数 

普通株式（株） 19,990 － － 19,990 

合計 19,990 － － 19,990 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

３．剰余金の配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

     該当事項はありません。 

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

     該当事項はありません。 

 

 (2) 各事業年度終了の日における財産の状況 

 ① 借入金の主要な借入先及び借入金額 

 前事業年度（2021 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

  当事業年度（2022 年３月 31 日） 

   該当事項はありません。 

  

 ② 保有する有価証券(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。) の取得価額、時価及び 

    評価損益 

    前事業年度（2021 年３月 31 日） 

     子会社株式(貸借対照表計上額は 11,424 千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認 

     められることから、記載しておりません。 

    当事業年度（2022 年３月 31 日） 

     子会社株式(貸借対照表計上額は 14,020 千円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。 

 

 ③ デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。) の契約価額、時価及び  

     評価損益 

   前事業年度（2021 年３月 31 日） 

    該当事項はありません。 

   当事業年度（2022 年３月 31 日） 

    該当事項はありません。 
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４ 管理の状況に関する事項 

(1) 内部管理の状況の概要 

当社は、金融商品取引法及び関係法令を遵守した営業活動が行われるように、内部管理の責任者として内部管理担

当役員を任命し、業務状況を管理しております。苦情・紛争の状況につきましては、業務部が受け付け、その内容を記

録するとともに、内部管理担当役員に報告を行い、内部管理担当役員は、経営上重要と判断される場合は、取締役社長

に報告をし、取締役会にも半期に１度報告いたしております。また苦情相談窓口として、専用の電話番号とメールアド

レスを定め、ホームページ上に記載しております。お客様からの申出内容に応じて、苦情・紛争処理規程に基づく等、

適正な対応に努めております。さらに、ホームページ上には、指定紛争解決機関である特定非営利活動法人証券・金融

商品あっせん相談センター（FINMAC）及び証券取引等監視委員会の情報窓口のリンクを貼り、外部への苦情及び相談に

ついての申出方法等を明確化しております。 

次に、監査体制といたしましては、親会社に委託した内部監査責任者により、各部門の業務状況の監査を行ってお

ります。また社外監査役が取締役の業務執行について監査を行っております。監査結果や改善状況は、取締役会へ報

告し、実効性のある監査が実施できる体制といたしております。 

最後に、当社では、コンプライアンスを会社運営上最も重要な課題の一つであると認識し、「コンプライアンス管理

規程」および「コンプライアンス・マニュアル」等の制定をおこない、高い倫理観をもって企業活動に取り組んでおり

ます。役職員に対してコンプライアンスの周知徹底を目的としたコンプライアンス・マニュアルの読み合わせや研修

等を実施し、コンプライアンスに対する意識向上に努めております。 

 

(2) 法第 43 条の２から第 43条の３までの規定により管理される金銭、有価証券その他の財産の種類ごとの数量若し

くは金額及び管理の状況 

① 金融商品取引法第 43 条の２第１項から第３項の規定に基づく分別管理の状況 

前事業年度（2021 年３月 31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（2022 年３月 31日） 

 該当事項はありません。 

 

② 金融商品取引法第 43 条の２の２の規定に基づく区分管理の状況 

前事業年度（2021 年３月 31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（2022 年３月 31日） 

 該当事項はありません。 

 

③ 金融商品取引法第 43 条の３の規定に基づく区分管理の状況 

イ 金融商品取引法第 43 条の３第１項の規定に基づく区分管理の状況 

(単位：百万円) 

管理の方法 2021年３月31日 2022年３月31日 内   訳 

金銭信託 7,791 9,561 株式会社三井住友銀行9,561百万円 
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ロ 金融商品取引法第 43 条の３第２項の規定に基づく区分管理の状況 

前事業年度（2021 年３月 31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（2022 年３月 31日） 

 該当事項はありません。 

 

５ 子会社等の状況に関する事項 

(1) 企業集団の構成 

ヒロセ通商株式会社 

(親会社) 

 
出資比率

100.0% 

JFX 株式会社 

 出資比率 100.0% 

HIROSE TRADING HK LIMITED 

(子会社) 

 

(2) 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等 

名称 住所 資本金の額 主要な事業の内容 
当社及び子会 
社等の保有す 

る議決権の数(口) 

議決権の所有 
［被所有］割合

(％) 

(連結子会社)      

HIROSE TRADING 
HK LIMITED 

中国香港 
9,500 

千香港ドル 

外国為替証拠金
取引業（予定） 
出版事業 

9,500,000 100.0 

(注) HIROSE TRADING HK LIMITED は、外国為替証拠金取引業の営業を開始しておりません。 

以上 


